
 
 

                           高 福 第 4732 号 

令和４年３月 28 日 

 
各特別養護老人ホーム施設長 様 

 （横浜市、川崎市、相模原市に所在する施設を除く） 

 
             神奈川県福祉子どもみらい局福祉部 

介護サービス担当課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
神奈川県特別養護老人ホーム入退所指針の改正について（通知） 

  
 このことについて、下記のとおり改正し、本日から適用することとしましたの

で通知します。  
 なお、この度の改正は入退所の取扱いに変更を加えるものではなく、軽微な変

更を行うものであることを申し添えます。 

 
（改正内容） 

・特別養護老人ホームの入所待機者について平成28年度以降減少傾向に転じ

ていることから、「１ 目的」中、「特別養護老人ホーム(以下「施設」と

いう。)への入所申込みが増加している中」としている部分を削除した。  

・高齢者福祉を含む様々な手続きにおいて押印の見直しが進んでいることを

踏まえ、様式から押印欄を削除した。 

 
（改正後の指針等掲載場所） 
 「介護情報サービスかながわ」（http://www.rakuraku.or.jp/） 
 →ライブラリー（書式／通知） 
  →５. 国・県の通知 
   →特別養護老人ホーム入退所指針 

     
 
                  問合せ先 

                   高齢福祉課 

福祉施設グループ 栗田 

                  電話（045）210－1111 内線 4852 


